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社団法人 関西環境開発センター定款 

 
 
 

第１章  総   則 
 
（名  称） 
第 １ 条 この法人は、社団法人関西環境開発センターという。 
 
（事 務 所） 
第 ２ 条 この法人は、主たる事務所を大阪市北区中津１丁目２番１９号に、従たる事

務所を吹田市千里万博公園１番１号におく。 
 
（目  的） 
第 ３ 条 この法人は、建築物ならびに多数人の集合する諸施設の維持管理に関する綜

合的研究と実習を行ない、もって良好な環境条件の維持とその技術開発に資す

ることを目的とする。 
 
（事  業） 
第 ４ 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 

   (1) 建築物ならびに、諸施設の維持管理に関する技術の調査、研究のため

の事業 
(2) 建築物ならびに諸施設の環境開発に関する知識の普及、啓発のための 

事業 
(3) ビルメンテナンスに関する専門技術者及び管理者養成のための事業 
(4) 建築物ならびに諸施設の環境開発に関する刊行物発行のための事業 
(5) 建築物ならびに諸施設の維持管理に関する作業成果、品質評価、監査

等の総合評価のための事業 
(6) 日本万国博記念公園その他公共的施設の維持管理とその運営に寄与

するための事業 
(7) 公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するために必要な事業 
(8) 水道法に基づく簡易専用水道の検査に関する事業 
(8) 造園工事に関する事業 
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 
 



   第２章  会   員 
 
（種  別） 

第 ５ 条 この法人の会員は、次の４種とする。 
（１）正会員 
    この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人 
（２）特別会員 
   この法人の運営に必要な専門的知識、経験を有し、総会において推薦された者 

（３）協賛会員 
    この法人の目的に協賛して、別に定める会費を負担し、理事会の承認を経て入

会した個人又は法人 
（４）名誉会員 

この法人の運営に特に功績があり、総会において推薦された者 
 

（正会員及び特別会員の権利義務） 
第 ６ 条 正会員及び特別会員は、総会において議決権を行使することができる。 
     ２ 正会員は、細則で別に定める会費その他の分担金を納入しなければならな

い。 
３ 正会員及び特別会員は、この法人の諸事業に協力し、事業遂行上の調査に

応じ、情報を提供するとともに、この法人の業務、資産の説明ならびに書

類、帳簿の閲覧を求めることができる。 
 

（入  会） 
第 ７ 条 この法人に正会員として入会するときは、２以上の正会員の推薦により、理

事会が議決し、総会がこれを承認するものとする。 
 
（退  会） 

第 ８ 条 会員がこの法人を退会しようとするときは、その理由を文章をもって届け出

るものとする。 
 
（除  名） 

第 ９ 条 会員がこの法人の目的に支障を及ぼす重大な義務の不履行があるときは、理

事会の議決を経、総会において正会員の３分の２以上の議決により、これを除

名することができる。 
 
（拠出金品の不返還） 

第 １０ 条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他会員としての義務に

もとづく拠出金品は、返還しない。 



 
第３章 役員及び事務局 

 
（役  員） 
第 １１ 条 この法人の役員として、１０名以上１５名以内の理事及び２名の監事をおく。 
     ２ 理事の互選により、理事長１名、副理事長２名以内を選出する。 

  ３ 理事の互選により、専務理事１名ならびに常務理事若干名をおくことがで

きる。 
 
（役員の選任） 
第 １２ 条 この法人の役員は、正会員及び特別会員の中から総会において選任する。 

２ 役員の選任に関し必要な事項は、別に定める。 
 ３ 理事及び監事は相互に兼ねることができない。 

 
（役員の任期） 
第 １３ 条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠として就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 ３ 辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者が

その職務を行わなければならない。 
 
（役員の任務） 
第 １４ 条 理事は共同して、この法人の業務を執行する。 

   ２ 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。 
   ３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠け

たときは、その職務を代行する。 
     ４ 専務理事は、理事長の命により業務を処理し、常務理事は、所定の業務を

担当する。 
     ５ 監事は、民法第５９条に規定する職務を行う。 
 
（会長、相談役、顧問） 
第 １５ 条 この法人は、会長、相談役及び顧問をおくことができる。 
     ２ 会長、相談役及び顧問は、理事会に出席して助言を与えることができる。 
 
（事 務 局） 
第 １６ 条 この法人は、業務執行のため、事務局をおく。 

２ 事務局には、事務を処理するため、事務局長及び事務職員若干名をおくこ

とができる。 
 



第４章 会   議 
 
（種  別） 
第 １７ 条 この法人の会議は、総会及び理事会の２種とし、総会は通常総会及び臨時総

会とする。 
 
（総会の構成） 
第 １８ 条 総会は、第５条第１号及び第２号の会員をもって構成する。 
 
（総会の議決事項） 
第 １９ 条 総会は、次の事項を議決する。 

（１）定款の改廃 
（２）役員の改選 
（３）会費その他の分担金の決定及び変更 
（４）入会の承認及び除名の議決 
（５）事業計画及び事業報告の承認 
（６）予算の議決及び決算の承認 
（７）その他必要と認めた事項の議決 

 
（総会の開催） 
第 ２０ 条 通常総会は、毎年１回開催する。 
     ２ 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の３分の１以上から

請求があったとき開催する。 
 
（総会の成立、議決） 
第 ２１ 条 総会は、正会員及び特別会員の半数以上の出席により成立し、過半数の同意

をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
ただし、定款の変更については、出席者の４分の３以上の同意を得なければ

議決することができない。 
 
（理事会の構成） 
第 ２２ 条 理事会は、理事をもって構成する。 
 
（理事会の議決事項） 
第 ２３ 条 理事会は、次の事項を議決する。 

（１）総会に付議すべき事項 
（２）諸規定の改廃に関する事項 
（３）業務執行上の必要事項 



（４）入会及び除名に関する事項 
 
（理事会の開催） 
第 ２４ 条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の半数以上から請求があっ

たとき開催する。 
 
（理事会の成立、議決） 
第 ２５ 条 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の同意をもっ

て議決する。 
２ 理事会において緊急に議決する必要がある事項については、書面による議決

をすることができる。 
 
（召  集） 
第 ２６ 条 総会及び理事会は、理事長がこれを招集する。 
     ２ 召集は、総会の場合は各正会員及び特別会員に、理事会の場合は各理事に、

会議の目的、日時及び場所を示した文書で、会議を開催する日の５日前までに

通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、あらかじめ通知がな

い事項についても議決することができる。 
 
（議  長） 
第 ２７ 条 総会の議長は、出席した正会員及び特別会員のなかから選任する。 
     ２ 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 
 
（議 事 録） 
第 ２８ 条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議

長及び出席者２名以上が署名、捺印のうえ、保存しなければならない。 
（１）開催の日時及び場所 
（２）構成員の現在数 
（３）出席者数 
（４）議決事項 
（５）その他重要事項 

 
第５章 資産及び会計 

 
（資  産） 
第 ２９ 条 この法人は、次の資産をもって運営する。 

（１）財産目録に記載された資産 
（２）会費収入 



（３）分担金収入 
（４）資産から生ずる収入 
（５）事業に伴う収入 
（６）寄付金品 
（７）その他の収入 

 
（資産の管理） 
第 ３０ 条 この法人の資産は、理事会が議決した方法で、理事長が管理する。 
 
（経費の支弁） 
第 ３１ 条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 
 
（会計年度） 
第 ３２ 条 この法人の会計年度は１年とし、毎年４月１日を始期、翌年３月３１日を終

期とする。 
 
（予算及び決算） 
第 ３３ 条 この法人の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、財産目録とと

もに監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。 
 

第６章 解  散 
 
（解   散） 
第 ３４ 条 この法人を解散するときは、正会員及び特別会員の３分の２以上が出席した

総会において、４分の３以上の同意をもって議決しなければならない。 
 
（残余財産の処分） 
第 ３５ 条 この法人の解散時における残余財産は、公益事業団体のなかから総会で選定

した団体に寄附するものとする。 
 

第７章  雑   則 
 
（委   任） 
第 ３６ 条  この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 
 
 
 
 



附   則 
 
１ この法人の設立当初の役員は、第１２条第１項の規定にかかわらず、別紙役員名簿の

とおりとし、その任期は、第１３条第１項の規定にかかわらず、昭和４６年３月３１日

までとする。 
２ この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第１９条第５号、第６号、第２３

条第１号及び第３３条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 
３ この法人の設立当初の会計年度は、第３２条の規定にかかわらす、設立のあった日か

ら昭和４６年３月３１日までとする。 
４ 昭和４８年１２月２７日一部変更 
５ 昭和５４年 ３月１５日一部変更 
６ 昭和５４年 ７月 ２日一部変更 
７ 平成１５年 ６月３０日一部変更 
８ 平成１８年 ６月２８日一部変更 
９ 平成２０年 ７月 ８日一部変更 
 


